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過 指 特 正 道 条号す 定 定 後 企 例にる の 事 の 業 施
掲日 申 業 北 立 行
げま 請 所 海 地 規
るで の 等 道 促 則
規の 期 を 企 進 の
定期 間 新 業 条 一
の間 は 設 立 例 部
施と 、 し 地 の を
行す 同 、 促 一 改
のる 条 又 進 部 正
日。 の は 条 を す

規 増 例 改 る（

る 機 」 ら 日 るる。 構 に な か 指区 が 改 い ら 定分 制 め 。 十 前に 定 、 日 に
応 し 以 当「
じ た 内 該（
当 国 条 に 工
該 際 例 、 場
各 規 第 別 等
号 格 三 記 の
に に 条 第 操
定 適 第 六 業
め 合 一 号 等

か る 前 す 第 札
ら 指 項 る 四 幌
十 定 の 。 号 市
日 前 規 」 の
以 に 定 を 区
内 当 に 域「
に 該 か 別 以
、 工 か 表 外
別 場 わ 第 の
記 等 ら 三 区
第 の ず 第 域
五 工 」 二
号 事 を 号
様 が 加 」

改 第 地
め 七 域
、 号 」
同 イ と
条 い
に 」 う
次 に 。
の 、 ）
一 」「
号 、 を
を 産 削
加 業 り
え 集 、
る 積 同

の日

事
項
の
表

北
海 北 改 び
道 平 海 正 第
規 成 道 す 十
則 十 観 る 一
第 三 光 条 条
百 年 審 例 第

以定 設 別 正 規
下に す 表 す 則

か る 第 る 「 （
施か た 三 条 平

わ め 第 例 行 成

３
及 則 る 条 施 増 則
び 第 北 。 の 行 設 別
第 四 海 規 規 す 表
十 項 道 定 則 る 第
一 又 企 に た 二（
条 は 業 か 以 め に

る す 項 様 を
様 る 第 式 開
式 も 一 の 始
」 の 号 操 し
を と に 業 た

２ １
う 二 一 該
。 平 表 各 こ
） 第 第 第 号 の 附成
の 六 二 七 に 規十
前 条 と 条 定 則 則三
日 第 す の め は年

式 完 え に
の 成 、 、
工 し 同 「
事 た 条 別
完 と に 表

別

め２ 記

る 別 別 別 別第

。 記 記 記 記補 ７

第 第 第 第助 号

八 七 六 五金 様

号 号 号 号交 式

様 様 様 様付

。 促 条
進 第
地 四
域 号
及 中

の
他
の
道

注

十 十 議 二（
五 月 会 平 項
号 十 条 成 中

九 例 十 「
日 施 三 条
行 年 例
規 北 第
則 海 三
を 道 条
廃 条 第
止 例 一
す 第 項
る 六 」

第 第 立 か 下 の 掲
二 六 地 わ 工 げ「
項 項 促 ら 改 事 る
の の 進 ず 正 に 市
規 規 条 、 後 着 町
定 定 例 施 の 手 の
を に の 行 規 し 区
適 よ 一 日 則 た 域
用 り 部 か 」 者 内
す 指 を ら と に に
る 定 改 同 い 係 お
。 を 正 日 う る い
こ 受 す か 。 こ て

ま 二 る 改 る 、四
で 号 改 正 日 平月
の 及 正 規 か 成一間 び 規 定 ら 十日に 第 定 、 施 四かお 四 並 附 行 年らい 号 び 則 す 四
前て の に に る 月
項、 改 次 一 。 一
第こ 正 項 項 日
一の 規 の を か
号規 定 規 加 ら
に則 定 え 施

式 式 式 式削申

中 を 中 中除請

次 第第第額 「 「 「
の４

よ 条条条投雇

う 第第資用

に 」 ３３額増

改 を 項項をを

め 第基基 「
」 る 」準準

を 。 を

第第第すす

条とと

「 「

１４るる

金
助
補

。
る

限
に
費

事
工
設
建

規 十 と
則 三 あ
を 号 る
こ ） の
こ 附 は
に 則 「
公 第 北

北 布 四 海
海 す 項 道
道 る 又 企

三 知 。 は 業
事 第 立

六 地
堀 項 促

の け る ら ） の 、
場 る 条 起 第 規 工
合 者 例 算 八 則 場
に に し 条 に 、（
お つ 平 て の よ 施
い い 成 六 規 る 設
て て 十 十 定 改 又
、 は 三 日 に 正 は
改 、 年 を よ 後 特
正 改 北 経 る の 定
後 正 海 過 指 北 事
の 後 道 す 定 海 業
規 の 条 る の 道 所
則 規 例 日 申 企 等

に 平 る 行掲
よ 成 公 改 すげ
る 十 布 正 るる
改 三 の 規 。規
正 年 日 定 た定
前 十 及 だの
の 一 び し施北 月 別 、行海 十 表 次の道 三 第 の日企 日 二 各
業 を 号（
以立 削 に
下地 り 掲

第第請請

条項条申申

項
項２項

３第４額額

」 第）

に ４

改 」 項

め に ）

、 改
２ め 」
の る に
事 。 改
項 め

付
交
の

）
記

ば
れ

あ
が

）
定

予 円円

入

」 進
と 条
す 例

達 る の
。 一

也 部
を

第 則 第 ま 請 業 を
十 第 六 で の 立 新
条 十 十 の 期 地 設
第 条 三 期 間 促 し
四 第 号 間 は 進 、
項 四 ） と 、 条 又
及 項 附 す 同 例 は

促 、 げ「
施進 別 る
行条 表 規
日例 第 定
」施 三 は
と行 を 、

規 い 別 当

を る円円

次 。
の
よ
う
に
改

。
と
こ

る
す
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第第

にけ ４ 該を

条 つる職 条

職

務む遣い北務

業含派

道復員

に。職派て海に

職、職帰派

係）員遣は

公復員部員し遣

るをの

職

働務帰が内等た後

労
者と時職のの職

北 海

第

企は ３ 以う務期

業、 条

従手務局職

下。に末職

）

理派

条を事当に職管員

帰派規遣

例さす及復員

も寒し遣程を

」れるび

い職の冷た後第受

とた
員に地職職２け

道 公 報

２

第第

法にめ １

条 律第る派 条

も遣

趣
公旨第
条の職公 益）こ

すの法

法の号第と員益

程以項る給人

人規。１

）へ

へは下の。与等

等
の、規

号外第

海
北

公

こ道 益平

の企 法成

規業 人

則管 等年

は理 へ

、規 の月

公程 企

布第 業日

号

北
海

附 道 北 平
観 海 成

則 光 道 十
審 観 三
議 光 年
会 審 十

にに

災みに務他例員務

職よ関復

害なおにのに

る帰員りす帰

補すけ復

た

保処しと、るし

償。

権要職職

険遇たの必退

合衡な手員

法）場
必整規退

昭に上調当が

け要を程職

和お
認う特た

年ると行のし

。は手員務号る

う

法そ

以体

）以、当にに。団

そす帰下

第下その関復

２の

条派職れるし以

職与

第遣員ぞ給た給下

１職派れ与
規員規派 項員遣

程に程遣

と期の関」先 分 の」の

定い間特すと団 の 規

例るい体 う中

よ。、以）北う」 に

業益」に北

企公法定の

員人いづ道

職法と基海

派へ。、員

の等うき職

等一第益の

遣の）公等

関職条人遣

に般６法派

る地２へに

すの第等等

規方項の関

の８ 職

日号 員 道
かの

ら派 企 施遣
行等
す業に
る関

。す 管

規
る

理

を北

程

条 議 月
例 会 十
施 条 九
行 例 日
規 施
則 行
規（

昭 則
和 を 金
三 廃
十 止 曜
六 す
年 る 日

らと）合

律のめこ例場

のれが

第者

）務範き遣

号職るで派

７級内。員

第の囲る職

いの

第給おそ

条、にが

に額、員

項月て職

２料

。と
定びの遣

規及法派

料を道）い る）給内海

。 員う、支企第う 職の
ち扶給業
第に 派

、養す職条） の

当こ給１お 遣
法手る員

６、と与項い

第

規就 下
条調が規のて 以
２手き定い

第整で程
適い 員
項当る昭のて 職

用た 派
に、。和

第業る

程公、企す

規住

の

の条員例

員９職条

務
派、
遣成

遣第派平

等
に条等

し海

す１関北

関第に年

律び要条

法及必道

る項

次海

第な例

規

よ公

の道

程

る理

め管

定業

に企

う営
川

西

。者

北 規
海 則
道
規
則
第
百
十
一
号
）
は
、
廃

を間

る給用期

す昇適の

勤間受中

通期
第

い人 ９ の５災第

退てに 条

第補条職、使

規条害８

さ

の１償第職手職用

定

ががれ

適項保４員当員

用及険項

にび法に、こ、る

北つ務 」
定居年に業 遣
る当海い と
す手

い業、道て当
８

第第

れとう ７ 含

条 たのこ採 条

さ法

。職場権と用

む退

上でれ第

）派法合衡が

を遣第に
お必きた 公者
務の条け要る職条

平２事第

成項項
並を号

年び定。

第

にて

４

６ む退と

つ就 条

手め用いい

。派職認採

の職当らさ法てて

）遣

、た

支員のれれ第はい

払が算るた

利
昌

をそ定と職条条業

業前

すす傷児休項

２３

職はの項
に るる病退又

勤み手家期の
規 公通と

す 上にな当族間規
定 務

除は
る のよす規介を定

傷る。程護

止
す
る
。

に

職規務

退理業

に管の
号業

場３る

た第係

し程

と

つ第第規法れ管者

合

相者な

い８７定第に理

て条条す

要た

は第第る条当のっ

１る請場

、４２通第す

にに項給に合

特項項勤

法規規よの与応に

定に

、職

人定定る規をじ、

にむ退員

のすす傷定含

通とよ。職と

業るる病

に務勤みり以手し

務公

に１

と採第ると。員第

項のめ関項

み用２そ認

規

すにに者らすの

な時

職る退定

。お規のれる
手よ

るす務範職に

け定
遇退級内当り

処るの囲
給お程用

）職、に規採

月て特れ

遣料いのさ

派

第

受ののき員第例務

者

け職基はに１

当 た員礎、関項
第業

場派と前すの条該

給定１務

合遣な条る規

給規与に項に

にのるの

、間料定規よに係

は期

定労

適中月の程り規る

特用す働

用に額例の採

つよ例さる者

し退にに

いしいり）れ特災

な職

。派職 病傷第をく、退

は条う）遣手 又病８行

員等 死退第労に職当 は
手項者いが

亡職４働つ

と

は遣法 、当ののて派同

程定祉、先第

当規規福

該
業第はに適団
しかの

務５、関用体条

第遣るなら規

に条派す

む下の

含以上

を。務
係

。傷
死

お手は

に職又

）退病
」退

北程は

る規亡

け当

下当て

企い手

道と職

海

す管こをの

係上にな、

傷る。理の支勤

るのよ

さ期

務病傷者項給続

業

は要おれ間

上又病のに

当

傷死退請いなを

のは

応同で該

病亡職にてい

は、当じじ、特

又と手

）き法

死当規、。引定

業第きに続人

亡該程引

例た
退務５続関いに

は

４員

同及第）職

が額、

１給の退

第昇条が

条び
のた

の間定し

項期規職

にいに合

定つ例場

規に
、け

りはりお

よてよに

、た定害

員部必る

職、

償

場はそ職法補

。たて
に部額に保

合、の員人

調す下法

支内を関以険

す他整る第

給の
る与定条

るのす給特７
人２

職員こ規法第

退職
当のが第」項

手とと程
とに 規権で

法い所定

程衡き条い規

に 労項員律。得

る２職

よ 働及の税

災第遣成

り 者び派平法
退

条期年和
職 害８の３昭
手 補

当 償第間法

等 保４律年
律と 険項育第法

法に児

な 第規休号第み

７定業）

規

業う当
条す、に号さ

規５

退の第

員）程

職。
規適１

当の第

手定条

職
に及

程用項

四

て８

和い第

昭つび

職に条いすて使

年は条

規該さ

手係第てる当用

労項定程特れ

当る２特

法者

程働及法に定る

規
職

と内要退
第者び人お

の整当

て他調手

しのな

定

さ員行程

用職を規

採

必。１。す

の上る第う

がのに通

定要項）る

規
る定いを

よあ規お勤

に

定第る

第る介規）れ

る

も

２通護

項勤休す
等育第を

にに業る条の

、第
定る育児１含

規よ

企先に

道遣項

海派４

北
局体定

業団規



平
成
十
三
年
十

北 海

と第体）

１第項団号を

第条７

」第派 ８の項し

条」

条２中、条を２遣

第第同第

１改

４３前条５公第に

中法項め

項号６第項益

規」項人にる

中に項９

道 公 報

の請

１２３
海海

施こ規退第に北北

条じ道道

行の定職５応

、遣かて企企

期規は派

）は同者ら退業業

日程

し員員

、年の第職職職

月用条た退退

平３採８

成

号外第

期のお当

２３

間終前第職いは
附

がは支

の期項５員て、

計まの項

則

第管し

算で場を法、給
理な

にの合除

つ期にく
第が。

い間お。条者い

てはけ）

号

るか職
引し

員の、と

役もつ員

むる続採

含限きて

をに
定れ

以）特さ

。。き用

下に

月
十
九
日

金

曜

日

定を中北等規。

北す海へ定

職北る

海る前前道のす

由項項員海団

道事５８

職」

員に」」等道体

職
る改分員に

等よにをの

の

７にの

分休め前限等、

限職、

す遣の

にを同項関派そ

くをにる等公

関除項」

等ま者職職
す

つ当当

年日にでに手手

らす規い規規

４か関の

のの

１施る定て程程

月

定、用一一

日行規は適

を

らるの平す部部

かす

。正次

施。適成る改

行用
月う

る３よ

す）年）の

規項事

は、るの１知

。

協

先員定定のと

、職特
し人準定議

のと法を規
しよて

員て役用にし

職

め

し引員てり定

との職
続し算職る

てきと計退
る、合

在いてすし場

の
た

期在在。引を

職たの

さ役合

の用人場

こ使法
け

おる員お

にれ職に

項
てしる

い者と
職者

じ下在の

同以てそ

。

後職

と定た退

）特しの

的

る。同改条に共

し法

、第す団

条）条め例関

を６同１る体

例」第

の例を

昭削項項条条」

、し同２

和りとを
３成の

年同、条第平そ
団

北条同第

海第条８号
規北」

道６第項に年体

を項す定海に

条項８と

に
第削をるす道、

例

た

る

、降す

し以正

だ日改

条第

５法。

第に

か
まの

条項

８１

第第

ら条

期続き

間職職き除

で管

にて退

始間間い、

の期
い定手

かみつ特職

期と
は人規

後すて法当

らな
員退職の

職、役程

の。

なに

し手と定

と職員規

て人引手
の規っよ

て当

い程

勤職続規

の役き当

間と法８

期」て第

続員

第

にい第条

通う
１の

す）第項

算。条１

とるの定

こな項規

ると

り同。る条

とた規に

第共第職

号、条公例休
」

）同
第条７的

たる

項要

次の

び者

及理

期８合職

職第場退

在程

にる

定め定よ
間条に手 いしり職

て職よ在

め退
、

五



毎
週
火
・
金
曜

北 海 道 公 号外報 第 号

平
成
十
三
年
十

日
発
行

月
十
九
日

金

曜

日

（
購
読
料
金（
送
料
と
も
）は
月
額
三
千
四
百
四
十
円
）

印編発

刷集行

富北北
海士
道プ
総リ
務ン
部海

六

ト法
株制
式文
会書
社課道


